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（１）「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ」報告の公表につ

いて 

  

平成 26 年 9 月、麻生金融担当大臣より、金融審議会に対して、「決済サービスの高度化に対

する要請の高まり等を踏まえ、決済及び関連する金融業務のあり方並びにそれらを支える基盤

整備のあり方等について多角的に検討すること。」との諮問が行われました。これを受け、平成

26 年 10 月以降、決済業務等の高度化を巡る情勢や諸問題について関係者からのヒアリングを

行いながら審議を行い、平成 27 年 12 月 22 日に金融庁ウェブサイトに報告書を公表しました。 
 
本報告書では、主に、①リテール分野を中心に、金融・IT 融合に対応した、利用者利便に資

するイノベーションの推進、②企業の成長力を支える決済サービスの戦略的な高度化、③利用

者利便の向上と国際競争力強化のための決済インフラ（全銀システム等）の改革、④仮想通貨

に関する、マネロン・テロ資金供与対策及び利用者保護のためのルールの整備、の４点につい

て、目指すべき方向性と具体的方策がまとめられています。 
 
金融庁としては、本報告書の内容を踏まえ、制度面の手当てを含め、必要な対応を行ってい

きたいと考えています。 
 
※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融審議会「決済業務等の高度

化に関するワーキング・グループ」報告の公表について」（平成 27 年 12 月 22 日）にアクセス

してください。 
 
ワーキング・グループの過去の議事録等については、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究

会等」の中の「金融審議会」からアクセスしてください。 

 

 

（２）金融審議会「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グ

ループ」報告の公表について 

  

平成 27 年 3 月、麻生金融担当大臣より、金融審議会に対して、金融グループの業務の多様

化・国際化の進展等の環境変化を踏まえ、金融グループを巡る制度のあり方等について検討す

るよう諮問が行われました。これを受け、金融審議会「金融グループを巡る制度のあり方に関

するワーキング・グループ」（座長：岩原紳作 早稲田大学大学院法務研究科教授）が設置され、

平成 27 年 5 月より、計 9 回にわたり、金融グループを巡る制度のあり方について関係者からの

ヒアリングを行いながら審議を行い、平成 27 年 12 月 22 日に報告書を公表しました。 
 
本報告書では、日本の金融グループの経営管理の充実を図るとともに、グループ内の共通・

重複業務の集約や金融関連 IT 企業等への出資を容易化することにより、金融グループ全体の業

務運営におけるシナジー効果・コスト削減効果の発揮やイノベーションの取込み、ひいては、

金融グループが提供するサービスの向上やそれを享受する利用者利便の向上に繋がることが期

待されると記載されております。 
 
金融庁としては、本報告書を踏まえ、必要な制度面での手当てを進めていきたいと考えてい

ます。 

トピックス 

  

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20151222-2.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base.html
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※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「報道発表資料」から「金融審議会「金融グループを巡

る制度のあり方に関するワーキング・グループ」報告の公表について」（平成 27 年 12 月 22
日）にアクセスしてください。 
 

また、ワーキング・グループの過去の議事録等については、金融庁ウェブサイトの「審議

会・研究会等」の中の「金融審議会」から「金融グループを巡る制度のあり方に関するワー

キング・グループ」にアクセスしてください。 

 

（３）「金融仲介の改善に向けた検討会議」について 

  

金融庁は、昨年 9 月に公表した金融行政方針にあるとおり、外部の専門家の積極活用等によ

り、金融行政について民間の有識者の有益な意見や批判が継続的に反映される意思決定の仕組

みの構築に取り組んでいるところです。 

 その一環として、昨年 12 月 18 日（金）に、外部有識者により構成される「金融仲介の改善

に向けた検討会議」を設置しました。 

第１回会議は、昨年 12 月 21 日（月）に開催され、地方創生及び一億総活躍社会の実現に向

けた課題や地域金融の現状と課題をテーマとして議論が行われました。 

なお、会議は非公開ですが、会議後、議事要旨を金融庁ウェブサイトにて公表しています。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「審議会・研究会等」から「金融仲介の改善に向けた検

討会議」にアクセスしてください。 

 

（４）「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」について 

  

１．ガイドライン策定の経緯 
 我が国に未曾有の被害をもたらした東日本大震災以降も、地震や暴風、豪雨等による様々な

自然災害が発生しており、将来的にも、このような自然災害の影響によって、住宅ローン等を

借りている個人や事業性ローン等を借りている個人事業主が、これらの既往債務の負担を抱え

たままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が起きることが考えられます。 
こうした債務者への適切な対応は、自然災害からの着実な復興のために極めて重要な課題で

あり、東日本大震災に関して策定された「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に係

る対応を通じて得られた経験等も踏まえ、新たな債務整理の枠組みが望まれてきたところです。 
このような状況の中、金融機関が、自然災害の被災者である個人債務者の自助努力による生

活・事業の再建を支援するために債務整理を行うに当たっての指針を取りまとめることを目標

として、平成 27 年 9 月 2 日、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「自然災害による被災

者の債務整理に関するガイドライン研究会」が設置されました。そして、同研究会における有

識者等の議論を踏まえ、12 月 25 日に、金融機関等関係団体の自主的自律的な準則として「自

然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」が策定・公表されました。 
本ガイドラインは、金融機関等の債権者及び各関係団体等による態勢整備や制度の周知を経

た上で、28 年 4 月 1 日から適用が開始されます。 
 
 
２．ガイドラインの概要 
 このガイドラインの主な特徴は、以下のとおりです。 

① 債務者は、債権者との合意に基づく債務整理を行うことで、信用情報に登録され、生

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20151222-1.html
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/base.html
http://www.fsa.go.jp/singi/kinyuchukai/index.html
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活・事業の再建に向けた新たな借入れが困難となるなどの不利益を被ることなく、債

務免除を受けることができる。 
② 対象となる債務者は、本ガイドライン研究会設置（27 年 9 月 2 日）後に災害救助法の

適用を受けた自然災害の影響により、既往債務を弁済することができない又は近い将

来に弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者（住宅ローン等の債務者及び

個人事業者）。 
③ 対象となる債権者は、主として金融機関等（銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、

農林系金融機関、政府系金融機関、貸金業者、リース会社、クレジット会社、サービ

サー、保証会社等）。 
④ 弁護士等の登録支援専門家が、中立かつ公正な立場から本ガイドラインの手続を支援。

支援にかかる費用は全額国庫補助。 
⑤ 登録支援専門家が債務者・債権者間の事前調整を行い、全債権者の同意（又はその見

込み）を得た調停条項案により、債務者が簡易裁判所に特定調停を申立て、最終的に

債務整理が成立。 
⑥ 本ガイドラインに基づく債務整理を行った場合、債権者及び債務者の双方に課税関係

は生じない（同研究会が国税庁に確認済）。 
   
 ※ 詳しくは「一般社団法人全国銀行協会」のウェブサイトにアクセスしてください。 

 

 

（５）「地域の成長マネー供給促進フォーラム」仙台開催について 

  

平成27年12月９日に、東北財務局（仙台市）において、「地域の成長マネー供給促進フォ

ーラム」が開催されました。 

 

「地域の成長マネー供給促進フォーラム」は、最近上場した地元企業や、地元ベンチャー企業

の経営者をはじめとし、取引所、証券会社、地域金融機関、ベンチャーキャピタル、行政当局

等の関係者が一堂に会し、資本市場をめぐる現状や課題について幅広く意見交換を行うととも

に、地域への成長マネー供給に係る取組事例の紹介・共有等を図るため、各地域で開催してい

ます。過去には平成27年６月の福岡および大阪で開催されました。 

 

今回の仙台開催では、東北地方のベンチャー企業など地元企業から企業の成長フェーズに応

じた資金調達、ベンチャーキャピタルや地域金融機関等から地域のベンチャー企業等に対する

成長マネー供給について、幅広い経験に基づく事例や課題が示され、活発な意見交換が行われ

ました。例えば、「リーマンショックや東日本大震災の苦しい時期にも、地元のベンチャーキ

ャピタルや地域機関から、地域ならではの応援をしてもらった」、「特許等の知的財産や事業性

に着目した投融資がもっと活発になれば、ベンチャー企業にとっては使いやすいのではない

か」、「いわゆる第二の創業の際には、過去の既存事業の実績に引きずられて、ベンチャーキャ

ピタルから新事業についてなかなか評価してもらえない面がある」などの意見が聞かれました。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「広報・報道」から「「地域の成長マネー供給促進フォー

ラム」仙台開催について」にアクセスしてください。 

 

 

 

http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/disaster-guideline/
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151216-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151117-2.html
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（６）「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォロ

ーアップ会議」（第４回）について 

   

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会

議」は平成27年 10月 20日に第２回会合を、同年11月 24日に第３回会合を開催したところで

すが、同年 12 月 22 日（火）に第４回会合を開催しました。同会合では、第２回に引き続き

「取締役会等をめぐる論点」を議題とし、取締役会やＣＥＯの選解任について具体的な取組み

内容等を議論しました。 

 

本会議は、当面、月１回程度の頻度で開催することを予定しております。また今後の会合に

おいて議論・検証されるべきと考えられる事項、その他コーポレートガバナンスの更なる充実

等に関して、広く意見を募集しております。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「公表物」→「審議会・研究会等」→「スチュワードシップ・コード

及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」にアクセスしてください。 

 

 

（７）ＮＩＳＡ口座の利用状況に関する調査結果の公表について 

   

金融庁では、ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）について、今般、「ＮＩＳＡ口座の開設・利用

状況調査」を実施し、平成27年12月15日、その結果について公表しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ＮＩＳＡは、広く国民のみなさまに投資への関心を持っていただき、中長期的な資産形成を促 

進していくとともに、日本経済の成長資金の供給拡大を図ることを目的として、平成26年１月か

ら導入されました。 

こうした中、制度導入から１年半以上が経過し、ＮＩＳＡの総口座数は約958万件となり、総

買付額は５兆8,000億円を上回るなど、ＮＩＳＡの普及は着実に進んでいると考えられます。 

ＮＩＳＡの口座を開設した顧客の年齢層を見ると、60歳代以上の割合が依然として半数以上を

占める一方で、50歳代以下の割合については、９月末時点で約46％となっており、制度を開始し

た平成26年１月末時点では約37％であったことを踏まえれば、着実に増加しているものと考えら

れます。 

 

※ 詳しくは、金融庁ウェブサイトの「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）が始まりました！」

から「ＮＩＳＡ口座の利用状況等に関する調査結果の公表について 」にアクセスしてください。 

 

 

 

 ○総口座数（平成27年９月30日現在）は、957万5,445口座 

  ・前回調査時点（平成27年６月30日）から、約36万口座、約3.9％増加 

  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代14.2％、60歳代以上54.4％ 

 ○総買付額（制度導入時点～平成27年９月30日）は、５兆8,665億963万円 
  ・商品別の内訳の割合は、上場株式32.3％、投資信託65.4％、ETF1.4％、REIT0.9％ 
  ・年代別の内訳の割合は、20～30歳代10.7％、60歳代以上60.1％ 

【調査結果の概要】 

http://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/index.html
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/index.html
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一般的に、幅広い投資家に「未公開株」や「私募債」の取引の勧誘が行われることは、

考えられません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関わら

ないようにしてください。 

法律上、幅広い投資家に対して、組合などファンドへの出資の勧誘を行えるのは、金融

庁（財務局）の登録・届出を受けた業者に限られます。 

↓ 

・これ以外の者が勧誘を行うことは、法律違反の可能性がありますので、絶対に関らな

いようにしてください。 

・ただし、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力

等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場

合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解した上で、

投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員が、電話等により、投資に関して情報提供やアド

バイスを行うことや、民間の業者等に対する投資に関与することは一切ありません。 

↓ 

・こうした取引の勧誘は、いわゆる劇場型の投資詐欺等であり、絶対に関わらないよう

にしてください。 

   

 

 

（１）その「もうけ話」、大丈夫ですか？  詐欺的な投資勧誘にご注意を！ 

「未公開株」や「ファンド」取引に関する詐欺的な投資勧誘が多発しています。くれぐれ

もご注意ください！ 

実際に投資を行うかどうかの判断は、取引内容を十分に理解した上で行うことが重要です。

少しでも不審に思った場合には、取引を見合わせることを含めて、慎重に対応することをお

勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご注意ください！ ＆ 情報提供のお願い 

「未公開株」や「私募債」の取引に関するご注意 

「ファンド（組合など）」取引に関するご注意 

金融庁や証券取引等監視委員会の職員を装った投資勧誘等に関するご注意  
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不審な勧誘を受けた場合には、金融庁金融サービス利用者相談室に情報をご提供下さい。 

 

 

（２）皆様からの情報提供が市場を守ります！ 

（イ）情報提供窓口 

証券取引等監視委員会では、資料・情報収集の一環として、広く一般の皆様から、「相場

操縦」や「内部者取引」、「風説の流布」といった個別銘柄に関する情報、「有価証券報告書

等の虚偽記載」や「疑わしいファイナンス」といった発行体に関する情報、「金融商品取引

業者による不正行為等」に関する情報、「疑わしい金融商品・ファンドなどの募集」に関す

る情報など、市場において不正が疑われるような情報の提供を電話や郵送、ＦＡＸ、イン

ターネット等により受け付けています。寄せられた情報は、各種調査・検査や日常的な市

場監視を行う場合の有用な情報として活用しています。 

（注）個別のトラブル処理・調査等の依頼につきましては対応していませんので、ご了承ください。 

 

 

◆証券取引等監視委員会 情報提供窓口 

https://www.fsa.go.jp/sesc/watch/ 

直 通：0570－00－3581（ナビダイヤル） 

    ※ＩＰ電話等からは、03－3581—9909におかけください。 

代 表：03－3506－6000（内線3091、3093） 

ＦＡＸ：03－5251－2136 

郵送（共通）：〒100－8922 

東京都千代田区霞が関3－2－1 中央合同庁舎第7号館 

 

 

 

◆金融庁金融サービス利用者相談室（受付時間：平日 10 時～17 時） 

電話（ナビダイヤル）：0570－016811 

※ＩＰ電話からは、03－5251－6811 におかけください。 

ＦＡＸ：03－3506－6699 

◎ 金融庁ウェブサイトでは、より詳しい情報や、勧誘を行う業者が金融庁（財務局） 

の登録を受けているかを確認できます。 

        ↓ 

免許・許可・登録等を受けている業者一覧（金融庁ウェブサイト） 

 

◎ なお、金融庁（財務局）の登録を受けている業者であっても、 

・その信用力などが保証されているものではありません。 

・「元本保証」「絶対に儲かる」などと説明して勧誘することは、禁じられています。

  ・詳細は下記ウェブサイトにアクセスしてください。 

        ↓ 

詐欺的な投資勧誘等にご注意ください！（金融庁ウェブサイト） 
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（ロ）年金運用ホットライン 

平成 24 年 4 月より、年金運用の分野に関し、実名で情報提供いただける方を対象とする

専用の窓口（年金運用ホットライン）を設置し、投資運用業者による疑わしい運用等の情

報等、幅広い情報の収集に努めています。特に詳細な情報提供を頂ける場合、「年金運用の

専門家」が対応いたします。これら専用の窓口も、是非ご利用下さい。 

◆証券取引等監視委員会 年金運用ホットライン 

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/pension.htm 

直 通：03－3506－6627 

電子メール：pension-hotline@fsa.go.jp 

 

 

（ハ）公益通報・相談窓口 

公益通報者保護法の公益通報に関する専用の窓口を設置し、電話による相談の対応も行っ

ています。 

◆証券取引等監視委員会 公益通報・相談窓口 

http://www.fsa.go.jp/sesc/koueki/koueki.htm 

直 通：03－3581－9854 

ＦＡＸ：03－5251－2198 

電子メール：koueki-tsuho.sesc@fsa.go.jp 
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このコーナーは、平成 27 年 12 月の「報道発表」から特にアクセス数の多かったページを

掲載しています（多い順）。なお、過去のアクセス数の多いページをご覧になりたい方は、金

融庁ウェブサイトのアクセス数の多いページ（過去の情報等）にアクセスしてください。 

 

○ 多重債務者相談強化キャンペーン2015の実施について 

○ 監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について 

○ 免許・許可・登録等を受けている業者一覧 

○ 主要行等の平成27年９月期決算の概要 

○ 新日本有限責任監査法人に対する課徴金納付命令に係る審判手続開始の決定について 

○ 監査法人の処分について 

○ ドイツ証券株式会社に対する行政処分について 

○ 金融モニタリング情報収集窓口 

○ 「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等（案）及び「主要

行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正（案）に対する意見募集の結果並びに見直

し後の府令等（案）及び「潜在的損失等見積額の算出告示」等（案）の公表について 

○ FinTechサポートデスクの設置について 

 

 

 

金融庁ウェブサイトの中でアクセス数の多いページ 

http://www.fsa.go.jp/common/pop_kako.html
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/campaign/campaign27.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151222-4.html
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/ginkou/20151204-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151222-3.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151211-2.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151215-1.html
http://www.fsa.go.jp/receipt/k_jyouhou/index.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151211-1.html
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20151214-2.html
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（１）中小企業等金融円滑化相談窓口 

各財務局・財務事務所に中小企業等金融円滑化相談窓口を設置しました。どうぞご遠慮なく、

ご相談ください。 

●以下のような点について、ご質問・ご相談等はございませんか。 

１．中小企業金融円滑化法の期限到来後における金融機関や金融庁・財務局の対応 

２．借入れや返済について、取引金融機関との間でお困りのこと 

３．経営改善や事業再生に関する中小企業支援策の内容 

●各財務局・財務事務所の担当職員が、皆様のさまざまなご質問やご相談等にお答えいたし

ます。また、助言等も積極的に行います。 

●ご相談内容に応じて専門の機関をご紹介いたします。 

《受付時間》 

平日9時～16時 

 

※お問い合わせ先については、「ご相談は財務局・財務事務所の金融円滑化窓口へ！～中小企業

等金融円滑化相談窓口のご案内～」にアクセスしてください。 

 

（２）東日本大震災関連情報 

金融庁では、引き続き、以下を窓口として「東日本大震災関連情報」を提供しています。 

 

◆金融庁ウェブサイト 

「東日本大震災関連情報」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103.html） 

「金融機関等の相談窓口一覧」 

（URL:http://www.fsa.go.jp/ordinary/earthquake201103/20110325-1.html） 

◆金融庁携帯サイト 

 「★東日本大震災関連情報」 

（URL：http://www.fsa.go.jp/m/quake/jishin.html） 

 

 

（３）メール配信サービスのお知らせ 

金融庁、証券取引等監視委員会、公認会計士・監査審査会の各ウェブサイトでは、メール配

信サービス（日本語版・英語版）を行っています。 

メールアドレスを登録していただきますと、 

○ 金融庁からは、毎月発行しているアクセスＦＳＡや、日々発表される各種報道発表など、 

○ 証券取引等監視委員会からは、証券取引等監視委員会ウェブサイトの新着情報や、証券

取引等監視委員会の問題意識等のメッセージなど、 

お知らせ 

http://www.fsa.go.jp/news/24/ginkou/20130222-1a.html
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○ 公認会計士・監査審査会からは、公認会計士・監査審査会ウェブサイトの新着情報など 

が、登録いただいたメールアドレスに配信されます。 

御希望の方は、この機会に下記からアクセスして登録してください！ 

 

 日本語版 英語版 

金融庁 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

証券取引等監視委員会 「メールマガジン配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

公認会計士・監査審査会 「新着情報メール配信サービス」 Subscribing to E-mail 

Information Service 

 


